
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行方不明になるおそれのある方の情報を事前に登録していただき、町と鳥取警察署とで情

報共有を行います。登録者には被服等に貼り付けていただく番号シールを交付し、行方不明時

の早期身元確認に活用します。 

（対象者） 

・認知症等により行方不明になるおそれのある方 

（申請方法） 

・岩美町地域包括支援センターに申込書を提出 

（対象者の写真が必要です（顔写真と全身写真それぞれ１枚）） 

GPS 機器 

導入費補助金 

GPS 機器を購入・レンタルした際に、支払った初期費用の一部を助成します。 

（対象者） 

・認知症高齢者等を在宅において介護しており、見守り登録事業に登録している方 

（助成額） 

・GPS 機器の導入にかかった実支出額（本体、充電器、専用シューズ、加入手数料等）の２分

の１（上限１万円） ※１人１回まで。介護保険によるレンタル等は対象外 

（申請方法） 

・岩美町地域包括支援センターに申請書、領収書等を提出 ※申請期限：購入した年度の翌年度の４月２０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者等 SOS ネットワーク 
行方不明者の情報を協力機関と共有し、早期発見に向け連携を図ります。 

協力機関：JR、タクシー会社、バス会社、農協、漁協、郵便局、消防団、自治会、民生児童委員、介護サービス事業所  

 

 

岩美町では、認知症等で行方不明になる可能性のある方

とそのご家族の方へ、以下の取組みを行っています。詳しく

は地域包括支援センターまで、お気軽にご相談ください。 

 

洗濯タグ

に貼りつけ

る番号シー

ルを交付し

ます。 

ご近所・地域での見守りや、民間サービスなど様々な支援があります。 

例えば… 社会福祉協議会による愛の輪（ご近所の見守り）事業、宅配弁当業者による安否確認サービス、QRコード付きシール

を用いた位置情報検索サービス など様々なものがあります。ご本人の生活に合うものを検討してみてはいかがでしょうか。 

行方不明になる前に… 

行方不明になったときは… 

問い合わせ先    岩美町地域包括支援センター  電話：０８５７－７２－８４２０ 

認知症等により、ご家族が 

行方不明となる心配のある方へ 

このほかにも… 

岩美町 

０００ 

認知症高齢者等 

見守り登録事業 

※シールについては、ご本人・ご家族の意向に応じてご利用いただけます。（強制的なものではありません） 


